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AI生成デザインの意匠法上の取扱いについて 
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生成 AI 技術の普及が進み，近時，知的財産法上の様々な問題が取り沙汰されるようになってきた。

そのうち本稿では，意匠法上の問題として，（自然人の創作とはみなされない類の）AI 生成デザイン

の公開により，それと同一又は類似の意匠に係る，後続の人間の創作による意匠登録出願が，新規性

や創作非容易性を欠くとして拒絶されることになるのかという，AI 生成デザインの引例適格性をめぐ

る問題を中心に扱う。この問題の一部は，既に意匠制度小委員会でも検討が開始されているところで

ある。 

本稿では，まず現行法において，AI 生成デザインが引例となり得るのかを検討することとし，具体

的には，新規性や創作非容易性に関連する「公知」性，「意匠」，「形状等又は画像」の各要件につい

て検討し，AI 生成デザインがこれらを充足し得ることを説明する。その結果，生成 AI 関連のハードウ

ェアとソフトウェア双方の性能向上が著しい昨今では，AI の出力をもってすれば，少なくとも既存の

デザイン領域においては，人間が意匠権を取得することが難しい状況が生じる可能性すらあり得るこ

とになる。 

以上を踏まえ，本稿では，このような状況について，一方には排他的独占権である意匠権を伴わず

に，望ましいデザインが大量に公開され利用可能となることのポジティブな側面を説明する。しかし

他方で意匠法が内包するそれ以外のロジックについても説明し，上記の状況が必ずしも好ましいとは

限らない可能性も示す。 

そのうえで，上記の点を踏まえた意匠法の解釈上・立法上の対応オプションについて，いくつか検討

する。特に意匠制度小委員会でも議論のあった新規性喪失の例外（grace period）の適用については，既

存の解釈論も含め，その可能性と，一方で生成 AI が使用されていることから生じる限界についても言

及する。 

 
 

1．はじめに1），2） 

（1）生成 AI デザインの登場 

生成 AI 技術の普及が進み，近時，知的財産法
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上の様々な問題が取り沙汰されるようになって

きた。メジャーなものとして，生成 AI に係る学

習のために，他人の知的財産を利用することが

できるか，AI が生成したものが知的財産法上の
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保護を受けられるのか，といった問題が挙げら

れるが，その中でも本稿では，意匠法上の問題

として，AI 生成デザインの公開により，それと

同一又は類似の意匠に係る，後続の人間の創作

による意匠登録出願が，新規性や創作非容易性

を欠くとして拒絶されることになるのかという，

AI 生成デザインの引例適格性をめぐる問題を

扱いたい（なお，ここでの引例適格性は，広く

後願に係る意匠を排除し得るものとして扱うこ

とができるか，という意味で用いる）。この問

題についてはすでに，産業構造審議会知的財産

分科会意匠制度小委員会において立法的解決も

オプションに含めた検討が進められているとこ

ろであるあり3），また貴重な先行研究も登場し

ているところであるが4），様々な前提やオプシ

ョンを精査しておくことは，無駄ではないよう

に思われる。なお，本稿で扱う AI 生成デザイン

は，（これ自体大きな議論の在りそうなところ

ではあるが）自然人の創作意匠とは認められな

い類を指すこととする5）。 

本稿ではまず，現行法における帰結を明らか

にしたうえで，仮に問題があるとすれば，どの

ような対応を行うべきか，いくつかのオプショ

ンを検討することとしたい。 

 

（2）どのようなシナリオを念頭に置くか 

上記のように，現在意匠制度小委員会におい

てこの問題が議論されているが，そこで念頭に

置かれているシナリオは以下のようなものであ

る。すなわち，「例えば，既存デザインを学習

した生成 AI を利用することで，（既存デザイン

の創作者以外の）第三者においても，既存デザ

インに基づいたデザインを短時間に低コストで

大量に生成し，公開する行為が可能となる」。

もちろんこのことは，「従来においても，第三

者が特定の製品等の新デザインを予想し，公開

することは行われていたが，基本的に手作業で

行われていたため，作成・公開できるデザイン

数には限度があった」。しかし，「生成 AI を利

用すれば，第三者は，既存デザインに基づいた

デザインを短時間に低コストで大量に生成する

ことが可能であるため，新デザインの予想とし

て生成・公開できるデザイン数は飛躍的に増加

する」。そのため，「例えば，既存デザインの

創作者は，既存デザインのモデルチェンジとし

て新デザインを創作し，意匠登録出願をするこ

とが考えられるところ，当該新デザインの意匠

登録出願にあたり，第三者が既存デザインに基

づき生成 AI を利用して生成・公開したデザイ

ンが障害となり得るのではないか」といった問

題が指摘されている6）。このシナリオからは，

上述の通り，このシナリオが問題視する事態の

一部は，従来自然人が関わる形で存在していた

ものであるところ，それが生成 AI によって簡

単かつ大量に可能になったことから生じる問題

と扱おうとする意図が窺える。 

もっとも，AI 生成デザインが引例となること

により後願が拒絶される事態が生じるのは，上

記シナリオが想定するケースに限らない。例え

ば問題となる生成 AI が，出願人に係る意匠を

学習していないケースはどうであろうか。また，

大量公開の方法によっては，そもそも公知と呼

べるのかという問題も生じ得る。誰がそのよう

な生成 AI を利用するかも問題となり得よう。

加えて技術の問題として，そもそも生成 AI が

どのような意匠を学習しているのかという情報

を入手できるのかどうか，また生成 AI が出力

した意匠なのか自然人が関与した意匠なのか区

別できるのかどうか7）といった，様々な事情も

問題となり得る。 
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本稿ではできるだけ通用範囲の広い形での議

論を志向するが，必要に応じて明示したうえで，

上記様々な事情を前提とする形での検討も行う

こととしたい。 

 

2．現行法での議論 

（1）登録意匠を AI 学習に用いることはできる

のか 

AI 生成デザインが引例となるかどうかを検

討するにあたって，そもそも生成 AI がそれら

しいものを出力できなければ，その検討の必要

はないことになる。そしてそのためには，生成

AI の開発において既存の意匠ないしデザイン

を学習させることが必要となろう。もちろん実

際上，既に知られている生成 AI 関連サービス

を用いても，それらしいものが出力される時点

で，おそらくは既に十分に学習されているもの

と思われるが，特に登録意匠を学習することに

ついて，その適法性は別途確認されるべきであ

ろう。しがたってここではまず，意匠権を使っ

てそれを阻止することができるか，すなわち生

成 AI 開発における学習行為が意匠権侵害とな

り得るかという点を確認することになる。 

この点，AI 開発における学習が有体物の出力

を介さずに電子的に行われることに鑑みると，

物品の意匠や建築物の意匠を学習することは，

（間接侵害に該当する場合を除いて）問題とな

らないことになる。これは仮想空間上でのそれ

ら登録意匠の利用に関してたびたび指摘されて

いる通り8），物品等の意匠に係る意匠権は，あ

くまで物品等に係る製造や譲渡等の実施行為を

規制するものであり（意匠法 2 条 2 項 1 号・2

号。以下意匠法の条文につき断らない），そこ

に掲げられていない行為を規制するものではな

いためである。したがって有体物である物品等

を伴わない利用行為は，物品等の意匠に係る意

匠権の問題を生じないことになる9）。 

一方，画像の意匠にあっては事情が異なる。

少なくとも実施概念については，「意匠に係る

画像の作成，使用又は電気通信回線を通じた提

供」が規制の対象となっており（2 条 2 項 3 号

イ），有体物を介しない生成 AI 開発における学

習行為であっても，形式的にはこれらに該当し

得ることになる。もちろん，画像の意匠は操作

画像と表示画像のみが保護の対象となるため（2

条 1 項かっこ書き参照），AI 学習のために収集

するすべての画像の学習が問題となるわけでは

ないが，少なくとも GUI やウェブサイトのデザ

イン等について，意匠権が存在する場合，その

学習，例えばそのような画像のウェブからの大

量収集，学習用コンピュータへの記録，学習過

程における複製等について，実施に該当し得る

ということである。 

もっとも，この点については，「そもそも意

匠法は設定登録により一定期間独占的に権利を

実施することができる代わりに，登録公報にそ

の内容を掲載し，広く参照されることで更なる

意匠の創作を奨励し，産業の発達に寄与するこ

とを目的としているため，更なる意匠の創作に

向けて登録意匠等を AI に学習させることに意

匠権の効力が及ばないことは，当該目的とも整

合的である」ことを踏まえ，「AI 学習用データ

としての利用は，「意匠に係る画像」の作成や

使用等には当たらず，意匠法 2 条 2 項に定める

「実施」に該当せず，意匠権の効力が及ぶ行為

に該当しないと考えられる」10）と指摘されてい

る。上記の通り形式的には実施に該当すると思

われる中で，このように侵害を否定するために

考えられる理論的な根拠としては，以下の二点
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が挙げられよう。すなわち，まず AI 学習の過程

での形式的な実施は，需要者に視覚を通じて美

感を起こさせない以上，意匠の実施には該当し

ない，と整理することが考えられる。議論はあ

るものの，物品の意匠に係る物品が組み込み部

品として用いられている場合，外部から視認で

きないことを根拠に意匠権侵害としないとする

運用と通じるものといえるであろう11）。また，

AI 学習に用いられることに注目し，意匠として

の価値が発揮されているわけではないとして，

形式的には実施に該当しても，意匠権侵害とは

しないとする整理もあり得ようか12）。 

いずれにしても，意匠権によって AI 開発に

おける学習を阻止することは困難であり，既存

の意匠含め，AI による学習が（適法に）行われ

ていることを念頭に置いて検討する必要がある

ことになる。 

 

（2）新規性における引例該当性 

適法な AI 開発が可能であるとすると，次に

本稿の中心的な関心事である，AI 生成デザイン

が後発の意匠登録出願に係る引例として機能し

得るかを検討することになる。問題となる場面

として，新規性（3 条 1 項各号）における（広

義の）公知の意匠，創作非容易性（3 条 2 項）

における公知の形状等，拡大先願（3 条の 2）に

おける先願意匠の一部，先願（9 条）における

先願意匠の該当性が問題となり得るところ，拡

大先願については，精査は必要であろうが新規

性の検討の拡張にてある程度対応できそうであ

ること，また先願については，後述の［ダバス

控訴審］をはじめとする考え方によれば，AI 生

成デザインは現在のところ意匠登録を受けられ

ないことに鑑み13），AI 生成デザインに係る先願

は拒絶され，先願の地位を失うはずであるため

（9 条 3 項），（理論上は―例によって生成 AI に

係るものであるかどうかの判断が困難であろう

が）検討の必要がないことから，本稿ではひと

まず，新規性と創作非容易性における引例適格

性を扱うこととしたい。 

以上を踏まえ，まず新規性から検討する。 

 

①新規性の趣旨 

以下の検討の前提として，意匠法における新

規性の趣旨について確認しておきたい。 

意匠法において出願意匠に新規性が求められ

るのは，「意匠法においては，意匠の利用とは

実施による利用に中心があり，文献情報として

の利用はほとんど考えられない」ことから，「意

匠法において新規性が要求される理由は公開代

償以外に求めなければならず」，「社会に対し

て新しい価値を提供したもの」といえるか否か

を確認するための要件と指摘されている14）。ま

たもちろん，そのような意匠に保護を与えた場

合の第三者への悪影響も踏まえたものとされよ

う15）。 

このような趣旨との関係で，公知の AI 生成

デザインによって，それと同一又は類似の後願

意匠が拒絶されるべきかを検討することになる。 

 

②新規性における引例該当性 

ア：AI 生成デザインと意匠 

新規性との関係で，AI 生成デザインの引例適

格性を検討するにあたっては，それが「公知」

の「意匠」に該当するかが問題となる。まずは

「意匠」該当性から検討することとしたい。 

この点，すでに先行研究において，AI 生成デ

ザインは（「意匠」に該当しない）「画像」に

過ぎないのではないか，との問題提起がなされ

ている16）。仮に「意匠」に該当しないとすれば，
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後述の創作非容易性の問題はともかく，公知の

AI 生成デザインとの関係で新規性の問題は生

じないと整理されかねないことになる。 

もっとも，意匠制度小委員会の提示するシナ

リオや本稿が問題視している状況において，AI

生成デザインが「画像」と「意匠」のいずれに

該当するかという問題は，AI 生成デザインの引

例適格性に係る文脈に固有の問題ではないと整

理されるように思われる。従来意匠公報に限ら

ず，雑誌等から引例となる意匠を認定すること

は当然に行われてきたところ，それと遜色ない

ものが AI により生成された場合にどうなるか，

という点が本稿の問題意識であり，その点で従

来の意匠の認定方法自体が変動するということ

はないように思われるためである。 

その上で，AI 生成デザインについては，たと

え見た目が自然人の創作した意匠と同じでも，

自然人の手によらない AI 生成物である点で差

異があり，この点が既存の状況との差分となろ

う。 

この点の検討に当たっては，特許法に係るも

のであるが，近時の［ダバス控訴審］17）におい

て，特許「法に基づき特許を受けることができ

る「発明」は，自然人が発明者となるものに限

られる」と判断されたことが注目される。本件

は，あくまで発明者として AI の名前を記載し

た特許出願について却下すべきとしたものに留

まり，引用箇所はその判断に至る理由付けに過

ぎないものではあるが18），この考え方を素直に

意匠法に持ち込むのであれば，意匠法に基づき

意匠登録を受けることができる「意匠」につい

ても，自然人が創作したものでなければならな

いということになろう19）。 

もっとも，上記は，意匠法に引き直せば，条

文上意匠法 3 条 1 項柱書における保護を求める

側の「意匠」についての解釈であって，3 条 1 項

各号に定める引例としての「意匠」にも当ては

まるかは検討の余地があろう。先に触れた新規

性を要求する趣旨，すなわち「社会に対して新

しい価値を提供したもの」と言えるかどうかを

確認することからすれば，引例となるものは自

然人が創作者となるものに限らないとも整理し

得る。その意味で，「意匠」と呼ぶかはともか

く，［ダバス控訴審］によって AI 生成デザイン

は引例にも該当しないとは言い切れないように

思われる20）。 

なお，引例として評価されるとすれば，その

ためには，それ相応の情報が公開されていなけ

ればならないところ，AI 生成デザインが，常に

正確な六面図等を備えた形で公開されたもので

あるとは限らない。しかし，AI 生成デザインに

限らず，従来の実務においても，図面が欠損し

ていたり，相互に矛盾していたりした場合であ

っても，引例としての意匠を認定してきたこと

もあり21），この点が決定的ということもないで

あろう22）。 

 

イ：AI 生成デザインが公知となる場合 

次に，AI 生成デザインがどのような場合に

「公知」となったと評価されるかを検討する。 

この点，意匠制度小委員会における議論で念

頭に置かれているシナリオでは，「利用者は，

当該生成物をブログ，SNS 等にアップロードし，

インターネットを通じて不特定多数人に向けて

公開することが可能」との言及が見られる23）。

もちろん著名な SNS アカウントやニュースサ

イトへの掲載であれば，公知となることに異論

はないであろうが，全く無名の SNS アカウント

や，人間が個別にアクセスすることを想定して

いないアップローダー等，AI 生成デザインが公
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開されるルートは（利用する生成 AI サービス

の連携等もあり）ほかにも想定し得る。すなわ

ち，どのような場合に公知となるかが問題とな

る。そして，上記の事例にあっては，条文上は，

「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつ

た」といえるか否かが検討されることになる（3

条 1 項 2 号）。 

もっとも，この問題は，上記のように傾向は

あるにせよ，AI 生成デザイン特有の問題という

わけではない。この文言については，平成 11 年

改正時において，「リンクが張られ又は検索エ

ンジンに登録され，かつ公衆からのアクセス制

限がなされていない，いわば公衆への道筋がつ

けられている記録媒体上に情報が記録されてい

ることを意味し……リンク等が全くなされてい

ないサイトの記録媒体上に記録された情報は除

かれる」と説明されている24）。この点を踏まえ

れば，たとえ全く無名の SNS アカウントや，人

間が個別にアクセスすることを想定していない

アップローダー等への掲載であっても，検索サ

イトや SNS 上の検索システムによって捕捉す

ることが可能であろうから，AI 生成デザインが

そのような態様で公開され場合，それは公知と

なったと整理されるものと思われる25）。また，

電気通信回線を通じた提供については，現実の

アクセスまでは不要とされており26），この点も

変わるところはないであろう。 

なお，生成 AI の利用が進んだ場合，もはや自

然人（ないしそれを介した法人）がアクセスす

ることが期待できないレベルでの量，方法によ

る公開が行われることも予想しておかなければ

ならないように思われる。もちろん，従前の理

解を前提とすれば，そこに質的な違いはないと

はいえ，新規性要件（そして後述の創作非容易

性要件）との関係で，誰もアクセスしないがゆ

えに，意匠権を付与しても第三者の想定する自

由を侵さず，また未だ意匠として需要者に供給

されていない（情報としての）意匠について，

その趣旨が当てはまるのかという点も検討の余

地があるのかもしれない27），28）。もっとも，第

三者も AI を用いることを念頭に置くならば，

誰もアクセスしないことが想定されないとして，

結局実益のある議論ではないかもしれない。 

 

（3）創作非容易性における引例適格性 

次に，創作非容易性における引例適格性を検

討する。（2）②で述べた通り，生成 AI デザイ

ンが新規性に係る引例に該当するとした場合，

3 条 1 項各号が優先適用される関係にあること

から（3 条 2 項かっこ書き），創作非容易性に

関する検討はその限りでは不要となり得るが，

新規性に係る引例と評価されなかったり，評価

されたとしても，出願意匠と非類似と判断され

たりした場合に備えて，検討が必要となる。 

 

①創作非容易性の趣旨 

創作非容易性の趣旨をめぐっては，一つには，

特許法における進歩性ほどの重要性は認められ

ないであろうことを念頭に，「創作が容易でな

い意匠のみを保護することにより，意匠の創作

活動を多種多様な方面で行わせることに仕向け

る」29），あるいは，創作容易な意匠を保護して

しまうと「かえって意匠の利用を不当に制限し，

産業の発達を阻害しかねない」30）といった指摘

がある。この立場からは，同要件の活用には消

極的となるようである31）。他方で，よりこの点

に積極的な意味を見出すものもある32）。 

これに加えて，AI の高度化，普及に伴い，特

許法における進歩性と同様に，創作非容易性の

ハードルも上げるかどうかという点についても
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議論が生じつつある33）。 

 

②形状等又は画像 

もっとも，創作非容易性の趣旨等についてど

のような立場を採用するにせよ，創作非容易性

の引例は，条文上，「意匠」ではなく「形状等

又は画像」と規定されており（3 条 2 項），新

規性における「意匠」の文言をめぐる議論は，

創作非容易性においては検討の必要がないこと

になる。また，形状等又は画像は，自然物の形

状等を含むと解されていることから34），自然人

の手によるものである必要がないことも導かれ

よう。そのため，AI 生成デザインたる形状等又

は画像は，創作非容易性における引例たり得る

ことになろう35）。 

このため，先述の通り新規性との適用関係の

先後があるにせよ，AI 生成デザインたる形状等

又は画像との関係で，創作非容易性の充足が求

められることになりそうである36）。 

 

（4）小括 

以上のように，仮に AI 生成デザインが，公知

であり，新規性に係る引例に該当する，あるい

は形状等又は画像に該当する，となった場合，

意匠制度小委員会の議論にて提示されたシナリ

オはもちろん，それに留まらず，生成 AI 関連の

ハードウェアとソフトウェア双方の性能向上が

著しい昨今では，AI の出力をもってすれば，少

なくとも既存のデザイン領域においては，人間

が意匠権を取得することが困難な状況が訪れる

可能性もある。 

3．AI 生成デザインに対する意匠法上

の引例としての評価 

そもそも，意匠制度小委員会において想定さ

れたシナリオに限らず，AI 生成デザインの公開

は，それに遅れる出願（後願）との関係で問題

視されるべきなのだろうか。今のところの議論

では，［ダバス控訴審］を前提とする限り，AI

生成デザインは意匠登録を受けることができな

いことになろう。また，こと実用的なデザイン

に関する限り，AI 生成デザインは著作権法によ

る保護も難しいと思われる。著作物性（著作権

法 2 条 1 項 1 号）に係る思想又は感情要件，創

作性要件のハードルに加えて37），実用品のデザ

インと目されるものについては，応用美術のハ

ードルもあるためである38）。不正競争防止法と

の関係では，（商品等表示としての保護（不正

競争防止法 2 条 1 項 1 号・2 号）を受けるには

その周知性の獲得が求められるところ，それを

除いて）考えられるとすれば，商品形態模倣規

制（不正競争防止法 2 条 1 項 3 号）であるが39），

これは実質的な同一性が要件となるほか（不正

競争防止法 2 条 5 項），保護期間が 3 年間に留

まること（不正競争防止法 19 条 1 項 6 号イ）

等，限られたものとなっていることに留意しな

ければならない40）。 

そうすると，AI 生成デザインに対する知的財

産法による保護は限られ，AI 生成デザインの公

開により，誰もが自由に利用できるものとなる

可能性も相当に考えられる。特に追って出願さ

れる，すなわち意匠権を欲する者がいるような

（価値のある）デザインについて，第三者が自

由に利活用することができることになろう。そ

うだとすると，知的財産権による独占というイ

ンセンティブを付与しないでも，望ましいデザ
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インが多数公開され利活用できるということに

なり，社会全体としては好ましいことのように

も見える。 

 

4．留保とオプション41） 

ただし，上記の説明に対しては，いくつか意

匠法上の理由による留保すべき点を指摘できる

かもしれない。以下それらと，それらに対応す

るとした場合のオプションについて検討したい。 

 

（1）不法行為の成否 

まず想定される懸念は，そのような公開は適

法に行われるのか，という点である。特に意匠

制度小委員会において提示されたシナリオにお

いては，第三者の AI 生成デザインの公開によ

って，出願人が意匠登録を受けられないことが

問題となっていた。このような第三者の行為は，

当該出願人との関係で不法行為となることはな

いのか。仮に不法行為（民法 709 条）が成立す

るのであれば，当該第三者は AI 生成デザイン

の公開を躊躇い，結果として生成 AI デザイン

が公知となる機会が減じられることになろう。 

この点との関係では，［自転車用幼児乗せ荷

台］42）が想起される。同判決は，第三者が冒認

出願を行い，それが登録され，意匠公報によっ

て公開された結果，真の権利者の意匠登録を受

ける権利が消滅してしまった事例について，不

法行為の成立を認めることを前提とした判断を

下したものである。 

生成 AI デザインとの関係に引き直せば，既

存の登録意匠等を学習した生成 AI を用いて，

AI 生成デザインを生成・公開し，それによって

当該既存の登録意匠等に係る権利者等の出願に

係る意匠登録を受ける権利が失われた場面が想

定されることになろう。 

しかし，これらを対比すると，まず違法性の

観点から，冒認出願を伴った公開である前者と，

適法に学習した結果の公開である後者とで，同

列に扱えるかという問題が生じよう。また，主

観的要件との関係でも，冒認出願をした当人で

ある前者と比較して，生成 AI を用いる第三者

が，学習した情報に関する認識を有しているか，

出力が影響を与えるような権利者等の後願が存

在したことを認識できたか等，その充足は難し

いように思われる。 

このような検討からすると，生成 AI デザイ

ンの公開そのものが不法行為法上の責任を生じ

る場面は，かなり限られるものと思われ，多く

の場面では，AI 生成デザインが適法に公開され

ることになろう。 

 

（2）新規性喪失の例外・関連意匠 

次に想定される留保は，新規性喪失の例外に

関するものである。意匠法は，「意匠登録を受

ける権利を有する者の行為に起因して」公知と

なった意匠については，広く新規性喪失の例外

を認めている（意匠法 4 条 2 項）。これは，（意

匠の公開方法につき限定をかけないという，特

許法同様の趣旨43）だけでなく）市場テストを可

能にするためのものと整理されている44）。直近

でもクラウドファンディングや SNS における

多数回の公開等を念頭に，その手続を緩和し，

同制度の活用を後押しする法改正も行われてい

る45）。 

このような趣旨を念頭に置くのであれば，単

純に出願意匠を出願前に公表したところ，それ

が AI 学習に用いられ，その引例となり得る AI

生成デザインが公開されてしまうことや，意匠

制度小委員会で議論されているシナリオのよう
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に，既存の意匠を学習した AI によって生成・公

開されたデザインによって，当該既存の意匠に

係る「権利者」が，後続の意匠登録を受けられ

なくなることは，意匠に係る公開を避ける動機

となり，上記の市場テストをサポートする趣旨

を没却してしまうのではないかという点が問題

となり得る。 

そこで，AI 学習，及びそれによる引例の生成・

公開を予期し，出願人がそれによる拒絶を恐れ

て意匠の公開を躊躇うようになることを避ける

とすれば，その公開に係る生成 AI デザインを，

当該出願人の出願意匠との関係において，新規

性喪失の例外により，引例から除くことが考え

られる46）。生成 AI を利用した第三者の出力・

公開は，出願人自らの行為によるものではない

が，出願人自らの製品発表会での公開に限らず，

その様子に係る第三者たる新聞での報道等につ

いても，新規性喪失の例外の効果を及ぼす従来

の運用47）からすれば，このような運用も認めら

れ得るものであろう48）。 

もっとも，生成・公開される AI 生成デザイン

が，学習された公開意匠と同一のものであると

は限らない。むしろ現実的には，少し異なるも

のが生成・公開されることが大半であろう。新

規性喪失の例外に関する対応を実効的なものと

するためには，新規性の要件が公知意匠と類似

する意匠まで対象とすることに鑑み，公知とな

った AI 生成デザインが当初の学習された公開

意匠と類似する意匠である場合にも，及ぼす必

要が生じることになろう。この点については（AI

生成デザインを想定していないものも含め）既

に議論があり，賛否両論のあるところである49）。 

ただし，このような方向性での対応には，運

用上の大きな課題がある。従来の新規性喪失の

例外の考え方による限り，自己の公開した意匠

として対象とするためには，あくまで生成・公

開される AI 生成デザインが，出願人により公

開された意匠に依拠していることが必要となる

はずである。生成 AI との関係で，意匠制度小委

員会の想定するような極端なケースはともかく，

ここでいう依拠の意義については様々議論があ

り得ると思われるが，少なくともその一類型と

して，当該 AI の開発時における学習対象とな

っている場合があるのだとすると50），生成 AI

についてその学習対象を明らかにすることの困

難性が想定される。仮にその証明を出願人に要

求するとすれば，このルートでの意匠権の取得

はかなり難儀なことになるものと推察される一

方，審査官がこの点を明らかにすることも期待

できないように思われる。この点は，何が学習

されているのかという点が外部から明らかでは

ないという，生成 AI に係る当初の問題設定が

影響することになるが，いずれにしても証明責

任により対応すれば足るという整理が可能なの

か，検討が必要であろう。 

また，新規性喪失の例外が発動する対象は，

条文上「意匠」に限られ，「意匠」ではない「形

状等又は画像」が含まれないことになる51）。こ

の点，仮に既存の意匠に依拠したとして，どこ

まで新規性喪失の例外の対象たる「意匠」を拡

張的に解釈できるかは議論があるところである

が52），この議論の帰結により，公開された AI 生

成デザインが「形状等又は画像」とされた場合

の引例から除外できる範囲が検討されることに

なろう。 

なお，現行法の新規性喪失の例外の規定は，

「発明，実用新案，意匠又は商標に関する公報

に掲載されたことにより同項第 1 号又は第 2 号

に該当するに至つたものを除く」とのかっこ書

きが設けられている（4 条 2 項かっこ書き）。
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これは，内外国特許庁への出願に起因した公報

掲載については，新規性喪失の例外の対象とす

る必要が無いこと，制度の悪用が想定されるこ

とが理由とされている53）。この点に関連して，

生成 AI の学習に各種公報が用いられることも

頻発しそうであり，（優先権や関連意匠制度で

対応できない場合に特に問題となろうが）その

処理についても確認の必要があろう。例えば，

おそらく先述の類似の範囲にまで新規性喪失の

例外の対象にできるとする立場を採用すると問

題になるものと考えらえるが，既存の意匠公報

を学習した AI が用いられて，それに類似する

AI 生成デザインが公開された場合に，（当該登

録意匠とは類似しないが当該 AI 生成デザイン

とは類似する）後願との関係で，当該 AI 生成デ

ザインを引例から除外できるかといった点が検

討されよう。もっとも，かっこ書きが問題視す

るのはあくまで各種公報に掲載された意匠（な

いしそれに依拠した同一の意匠）に限られると

整理すれば，当該 AI 生成デザインはこれにあ

たらず，原則に戻って引例から除外できるとの

解釈が導かれるのかもしれない。 

なお，新規性喪失の例外と関連して，関連意

匠（10 条）による対応も想定される。関連意匠

は，先行意匠と同一又は類似の公知の「自己の

意匠」につき，後行意匠との関係で引例としな

いことを旨とする制度である。しかし，新規性

喪失の例外とは異なり，第三者が介在する場合，

ここでいう「自己の意匠」は，その文言からも，

また基礎意匠の意匠登録出願日から 10 年間も

後出しで第三者を捉えるように権利範囲を拡張

できるような結果を導かないためにも，同一の

範囲に限られるという解釈が想定される。すな

わち，「他人が「自己の意匠」に依拠しつつ，

それに類似する意匠を公知にした場合には，当

該類似する意匠については，「自己の意匠」と

して新規性喪失の例外の適用を受けることはで

きない」と思われる54）。そのため，登録意匠の

公報を学習した生成 AI により，それに類似し

た AI 生成デザインが公開された場合に，それ

は関連意匠制度によっては引例から除外される

ことはなく，結果，後続の出願を救うことはで

きないことになろう。もっとも，この点につい

てはすでに限界も指摘されており55），生成 AI

の登場を踏まえて，改めて何らかの検討を加え

ることも可能かもしれない。 

 

（3）そのほかの考え方 

上記のように，AI 生成デザインの公開行為の

好ましからざる側面に注目した（1）と，それに

より影響を受ける出願人の，意匠法上認められ

た利益に係る救済に注目した（2）という，2 つ

の説明を検討してきたが，そのほか考えられる

留保として，どのようなものがあるか。 

まず，AI 生成デザインは公知の意匠に該当し

ないとする考え方はどうか。あくまで意匠法の

運用においては，少なくとも「意匠」に関する

限り，権利取得の対象としても，それに対応す

る引例としても，自然人が創作したと評価され

るものに限られ，生成 AI デザインは含まれな

いとするものである。もちろん先述の通り，新

規性の趣旨からは導きにくく，また創作非容易

性との関係ではあまり有効ではない指摘とはな

るが，意匠法によって意匠を保護する根拠とし

て，単なる創作法ではない何らかの理解（例え

ば，デザイナーの人格に基づく創作であること

を強調する，あるいはデザインを経由したデザ

イナーのパブリシティの保護を強調する，ある

いは特許法における技術開発と異なり意匠法が

意匠による需要創出を重視するとすれば56），AI
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生成デザインと自然人の創作したデザインとで

は，生み出す需要が類型的に異なると整理する

等）を盛り込めば，考えられないこともないよ

うに思われる。もっとも，そのような理解はこ

れまでの来歴からは導きにくいであろうし，そ

もそも自然人の創作と評価できる意匠と AI 生

成デザインの区別がつくことが前提となろう。 

また，公知の意匠に係る検討は先述したが，

そもそも意匠制度小委員会の念頭に置くシナリ

オの前提となる，自然人による予想事例等にお

いても，本来引例とすべきものなのかという点

に注目することもできるかもしれない。その理

由として，例えば特許法における発明との対比

において，意匠は文献的な利用価値が相対的に

小さいこと，また意匠による需要創出は実施を

されてこそ，であることから，意匠法において

はその実施までも相対的に期待されており，最

低限，その可能性のある者同士が競う制度とし

て想定されている，とすることが考えられよう

か。仮にこのような説明をするとすれば，引例

となる意匠は，実際に当該意匠を実施し得る者

の関わるものに限られ，そうでない意匠は，規

範的な解釈を以て，引例から除外することも考

えられようか。もっとも，既存の公知のデザイ

ンである限りは，第三者に影響が及び得ること

は避けられず，また（新規性喪失の例外及び関

連意匠制度で許容される範囲を超えた）意匠権

による創作に対するインセンティブ供給の必要

はない（不足分については，別途，先述の商品

形態模倣規制や，あるいは意匠権による保護が

否定される中での不法行為制度57）によってバラ

ンスを取ることができ，それらによる保護で足

る）とすれば，結局特許法との差分を検討する

までもない，ということに落ち着くのかもしれ

ない。また，ここで懸念される問題の一部は，

「類似」等の概念での解釈に委ねることも可能

とも思われる。 

 

5．おわりに 

以上の通り，本稿では AI 生成デザインの引

例適格性を中心に，それ以外の補充的な議論も

行いながら，公知の AI 生成デザインの及ぼす

影響について検討した。現在のところ，意匠制

度小委員会で検討されているシナリオについて

は，新規性喪失の例外の趣旨が及ぶ範囲での救

済が一つの候補とされているが，対応すべきか

否かは別として，それ以外にも AI 生成デザイ

ンが大量に公開されることを意識しての検討が

求められるように思われる。 

なお，本稿の射程はあくまで意匠法に限った

ものであったが，同様に新規性や進歩性を登録

要件とする特許法においても，特にソフトウェ

ア発明等にあっては，既に同様の問題が生じつ

つあるようにも思われる。本稿ですでに何度か

見られたように，そこでの検討が意匠法と同様

であるべきかは別論であるが，その備えは必要

となろう。 

本稿が意匠法ひいては特許法における検討の

一助になれば幸甚である。 

 

※本稿は JSPS 科研費 JP22H00799（23K22071），

JP23K01214，JP24K00209，JP24H00133 の助成

を受けたものである。 
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注） 
1） 本稿は，2025 年 6 月の同志社大学知的財産法研究会で

の筆者の報告「AI 生成デザインの意匠法上の取扱いに

ついて―引例問題を中心に」をもとにしている。ご参

加の各位に記して御礼申し上げる。また，同報告に関連

し，鈴木康平人間文化研究機構特任准教授のご厚意に

より，当時未公表であったご論文に接する機会を得た。

記して御礼申し上げる。 
2） 本稿のうち，新規性に関する検討の一部については，

別途，青木大也「意匠法における新規性―新しいテク

ノロジーに備えて」令和 7 年度知的財産に関する日中

共同研究報告書（2026 年公開予定）にも関連した内容

を掲載予定である。 
3） 第 16 回意匠制度小委員会資料 1「意匠制度に関する検

討課題について」（2024。https://www.jpo.go.jp/resources
/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/16-s
hiryou/03.pdf。2026 年 2 月 1 日最終閲覧，以下 URL に

つきすべて同じ）27 頁以下。 
4） 鈴木康平「生成 AI と意匠法」Nextcom 57 号（2024）32

頁，同「生成 AI によるデザインと意匠の新規性喪失

―「特許庁政策推進懇談会中間整理」を踏まえて」国

際情報学研究 5 号（2025）89 頁，同「意匠の新規性判

断における AI 生成デザインの引例適格性」斉藤邦史＝

橘雄介＝鈴木康平編著『人間中心の知的財産法―身

体・空間・時間からの解放と法的規律』（勁草書房，2025）
146 頁。 

5） この点につき，藤本一「意匠法における創作者の認定」

パテント 77 巻 11 号（2024）120 頁参照。 
6） 前掲注 3）第 16 回意匠制度小委員会資料 1「意匠制度

に関する検討課題について」33-35 頁。 
7） 例えば中国にあっては，一定の AI 生成に係るコンテン

ツについては，一定の AI 生成物である旨の表示が求め

られる（人工智能生成合成内容标识办法）。しかし，本

稿執筆時点で，我が国においてはこのような義務付け

は法的に強制されているわけではないようである。AI
生成に係るコンテンツについての表示義務をめぐって

は，ディープフェイクや偽情報の蔓延を防止するとい

った様々な趣旨があろうが，AI 生成に係るコンテンツ

に対して，様々な法制度の様々な必要性に応じて，結果

として表示を義務付ける必要がある，ということにな

るのであれば，知的財産法もそれに依存した制度構築

を行うことが可能になるかもしれない。その意味で，本

稿はそれがない現状を前提としていることに留意され

たい。 
8） さしあたり，知的財産戦略本部メタバース上のコンテ

ンツ等をめぐる新たな法的課題への対応に関する官民

連携会議「メタバース上のコンテンツ等をめぐる新た

な法的課題等に関する論点の整理」（2023）11 頁参照。 
9） なお，間接侵害の余地も残るが，本稿で問題とされる

ような引例となるデザインを生成する場面に関しては，

生成 AI の利用者において，実際の物品等の製造までは

想定されていないと思われることから割愛する。 
10） AI 時代の知的財産権検討会「中間とりまとめ」（2024。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/ 
0528_ai.pdf）24-25 頁。なお，同 25 頁注 4 では，画像の

意匠に係る間接侵害の余地について，image to image の

生成における入力に関して問題となり得ることも指摘

されている。 
11） 知財高判平成 17 年 8 月 30 日平成 17 年（ネ）10016 号

［プリント配線板用コネクタ］参照。部品の意匠に関し，

その全体が外部から視認できない場合にはそもそも実

施がされていないと整理する茶園成樹編『意匠法（第 2
版）』（有斐閣，2021）239 頁［茶園成樹］も参照。な

お，寒河江孝允＝峯唯夫＝金井重彦編著『新版意匠法コ

ンメンタール』（勁草書房，2022）122-125 頁［五味飛

鳥］も参照。 
12） 例えば，著作権法 30 条の 4 や商標法 26 条 1 項 6 号に

相当するような明文はないものの，意匠的実施に該当

しないとする整理をすることが考えられる。青木大也

「画像の意匠の可能性と限界―仮想空間を念頭に」

別冊パテント 31 号（2025）189 頁参照。 
13） 前掲注 10）「中間とりまとめ」25-26 頁も参照。 
14） 寒河江ほか編著・前掲注 11）157-158 頁［峯唯夫］。

ただし，前掲注 10）「中間とりまとめ」24-25 頁も参照。 
15） 茶園編・前掲注 11）62 頁［松本尚子］参照。 
16） 鈴木・前掲注 4）「意匠の新規性判断における AI 生成

デザインの引例適格性」155 頁以下参照。ただし，同論

文では仮に画像であっても，需要者から見て意匠と区

別できないものは引例たる意匠として扱うとする。 
17） 知財高判令和 7 年 1 月 30 日令和 6 年（行コ）10006 号

［ダバス控訴審］。 
18） なお，東京地判令和 6 年 5 月 16 日判時 2601 号 90 頁

［ダバス一審］は，苦しいながら，特許法上の「発明」

の定義には踏み込まないような解釈論を展開している

点が注目される。詳細につき，例えば，青木大也「［ダ

バス一審］判批」別冊 NBL 民事判例研究 1（2024 年上

期）（2025）182 頁等参照。 
19） 鈴木・前掲注 4）「意匠の新規性判断における AI 生成

デザインの引例適格性」153 頁注 22 参照。 
20） 特許法における引例につき，中山一郎「AI は発明者た

り得るか？―解釈論及び立法論条の課題」特許研究

78 号（2024）22 頁，愛知靖之「［ダバス一審］判批」

Law & Technology 106 号（2025）69-70 頁，意匠法につ

き，鈴木・前掲注 4）「意匠の新規性判断における AI
生成デザインの引例適格性」157-158 頁，藤本・前掲注

5）124 頁注 47 も参照。なお，被疑侵害者が実施してい

るものが生成 AI デザインである場合に，生成 AI デザ

インであるから意匠権侵害を免れるということはない

と思われることを念頭に置くと，（特許法には同旨の規

定がないが）少なくとも 24 条 2 項にいう「それ以外の

意匠」は，生成 AI デザインであっても充足すると考え

ざるを得ないように思われることから（前掲注 9）「中

間とりまとめ」25 頁も参照），［ダバス控訴審］との関

係では，（「それ以外の意匠」が AI 生成デザインの場

合は無効審判における引例に限定して解釈する等の特

異な整理をしない限りは―そしてこのような考え方

は［可撓伸縮ホース］とは対応しないように思われるが）

すでに「意匠」概念の完全な統一性は維持しにくいもの

となっているように思われる。 
21） 東京高判昭和 56 年 5 月 27 日昭和 55 年（行ケ）166 号 

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/isho_shoi/document/16-shiryou/03.pdf
https://www.cas.go.jp/jp/seisakukaigi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf
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